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はじめに  

公立大学法人広島市立大学は、「科学と芸術を軸に世

界平和と地域に貢献する国際的な大学」という建学の基

本理念の下、自主性及び自律性が発揮できる公立大学法

人制度の利点を生かしながら、「国際平和文化都市の「知」

の拠点―地域と共生し、市民の誇りとなる大学―」を目

指した取組を進めるため、中期目標に基づき、中期計画

を定める。 

 

  

＜重点取組項目＞  

１ 初年次教育の充実を図るとともに、国際学、情報科

学、芸術学及び平和の各分野の基礎的素養を学生に身

に付けさせるため、全学共通教育の充実に取り組む。 

 

２ 平和研究所と国際学研究科が連携し、「平和学」の

カリキュラムを確立するとともに、「平和学」の学位

（修士、博士）を授与する。 
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３ サテライトキャンパスの設置や社会人教育のための

環境整備、社会連携センターを中心とした「産学公民」

連携の推進、広島市の行政課題解決のための研究成果

還元等の取組により、大学の社会貢献機能を強化する。 

 

４ 広島市及び関係機関と連携し、平和の推進や文化の

振興、地域経済の活性化等の取組を進め、広島市の都

市機能の強化に貢献する。 

 

５ 理事長（学長）がリーダーシップを発揮し、時代の

要請に的確に対応できる戦略的かつ機動的な大学運営

を行う。特に、人事、予算等について全学的かつ中長

期的視点からの運用を行う。 

 

  

第１ 中期計画の期間  

平成 22年（2010年）4月 1日から平成 28年（2016

年）3月 31日までの 6年間とする。 

 

  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

１ 教育  

⑴ 教育内容の充実  

ア 全学共通教育  

(ｱ) 自律的学習能力やコミュニケーション能力

等の養成を図るため、初年次教育において、

特定の学術分野を定めず多様な問題について

少人数のセミナー形式で調査研究し、討論す

る科目を開設する。 

 

○科目「基礎演習」の全学実施 

○科目「基礎演習」の実施結果の評価、科目内

容の見直し 

 

(ｲ) 学生に、読書や美術鑑賞、映像鑑賞を通じて

専門分野を越えた幅広い教養を身に付けさせ

る「いちだい知のトライアスロン」事業を実施

する。 

○「いちだい知のトライアスロン」事業の実施、

事業内容の見直し 

 

(ｳ) 外国語によるコミュニケーション能力の向

上を図るため、外国語教育の充実を図る。 

○「英語応用演習」新テキストの教育効果の検

証結果を踏まえたテキストの見直し 

○「CALL 英語集中」の改善、検証 

○情報科学部において「e ラーニング英語」を

時間割に組み込んで実施 

 

(ｴ) 全学共通教育のあり方について、全学的視

点から検討し、その結果をカリキュラム等に

反映させる仕組みを構築する。 

○全学共通教育専門委員会（仮称）の設置 

○全学共通教育に関する学生・教員を対象とし

たアンケート調査の実施 
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イ 特色ある教育  

(ｱ) 平和に関する教育を推進するため、平和研

究所が全学の平和関連講義等に積極的に参画

する。 

 

○平和研究所の教員が全学の平和関連講義等に参画 

(ｲ) 国際性を養うため、学生が異文化に触れる

機会や国際的に活躍する人材と交流する機会

の充実を図る。 

 

 

ａ 夏期集中講座「HIROSHIMA and PEACE」の

充実を図る。 

○受講者アンケート結果等を踏まえたカリキュ

ラムの内容及び講義担当者の決定 

 

ｂ 平和記念式典やピースキャンプ（国内外の

平和記念式典参列者のために大学運動場内

に開設するキャンプサイトをいう。）等の多

数の外国人が参加する行事への学生の積極

的な参加を促す。 

 

○異文化に触れることができる行事の学生への

情報提供 

ｃ 学生が国際機関や国際的ＮＧＯ等の国際

分野の第一線で活躍する人材と交流する機

会の充実を図る。 

 

○国際的に活躍する者を講師とする講演会の開催 

ウ 学部専門教育  

(ｱ) 学生の多様化に対応するとともに、社会で通

用する実践的な能力を身に付けた学生を養成す

るため、学部専門教育の充実に取り組む。 

 

ａ 国際学部では、平成 19年度（2007年度）

に導入した新教育課程について、教育内容と

成果に関する学内アンケート調査等を行い、

必要に応じて見直しを行う。 

 

○学生・教員に対するアンケート結果の分析、

課題の把握及びアンケート結果の活用に係る

検討 

○学生に対するアンケート調査の実施 

ｂ 情報科学部では、平成 19年度（2007年度）

に導入した情報工学、知能工学、システム工

学の三学科の一括募集及び学科配属方法等

について学内アンケート調査等を行い、必要

に応じて見直しを行う。 

 

また、多様化した学生への効果的な教育を

実現するため、「ＰＤＣＡ」サイクルを機能

させながら継続的に教育活動の改善に取り

組む。 

 

○医用情報科学科の新設に伴う一括募集の再評

価及び学科配属方法等の見直し 

 

 

 

 

○専門教育科目と融合したキャリア形成支援科
目の開講 

○卒業生が就職した企業等にヒアリング、アンケ

ート調査を実施 
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ｃ 芸術学部では、芸術の持つ社会的役割を深

く認識し、社会の中で表現活動を実践できる

素養を身に付けさせるため、研究プロジェク

トへの参画を単位認定する「造形応用研究」

の充実を図り、学科・領域を越えた総合的な

教育を行う。 

 

【平成２３年度終了】 

 

エ 大学院教育  

(ｱ) 学際的視野と国際性を身に付けさせるため、

大学院における共通教育のあり方について検

討し、大学院全研究科共通科目の見直しを行

う。 

 

○新規科目の開設に向けた検討 

 

(ｲ) 学生の多様化に対応するとともに、専門分

野において優れた研究能力と実践的技能を身

に付けた学生を養成するため、大学院専門教

育の充実に取り組む。 

 

ａ 国際学研究科では、専門基礎科目の見直し

を行う。 

【平成２２年度終了】 

 

ｂ 情報科学研究科では、学部カリキュラムと

の連携を図り、学習課題を複数の科目を通し

て体系的に履修するモデルカリキュラムを

提示し、その履修による教育効果を評価す

る。また、論文執筆、学会発表等におけるプ

レゼンテーション能力、コミュニケーション

能力等高度専門職業人に必要な能力を身に

付けさせるため、教育内容の充実を図る。 

 

○組込みソフトウェア関連科目のモデルカリキ

ュラムによる教育効果の評価、改善 

○プレゼンテーション能力、コミュニケーショ

ン能力等の強化のための教育内容の充実 

 

ｃ 芸術学研究科では、文化芸術の保存の分野

における高度な専門能力を養成するため、保

存科学・文化財学に関する授業科目「文化財

保存学特講」を新設し、段階的に拡充を図る。 

 

○「文化財保存学特講」の実施 

(ｳ) 全学的な協力体制を整備し、「平和学」の

構築を実現する。 

 

ａ 平和研究所と国際学研究科が連携し、「平

和学」のカリキュラムを確立するとともに、

｢平和学｣の学位（修士、博士）を授与する。 

 

○「平和学」の学位（博士）授与のためのカリキュ

ラム整備 

 

 

ｂ 「平和学」のカリキュラムが、留学生に対し

ても魅力あるものになるよう、英語による講義

の充実を図る。 

○英語による履修が可能な「平和学」科目の追

加、科目内容の充実に係る検討 
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(2) 教育方法の改善  

ア 授業内容及び授業方法の改善  

本学の教育方針に沿った教育を推進し、学生の

視点に基づいた授業内容及び授業方法の改善を図

るため、授業アンケートの実施、セミナー開催等

のＦＤ活動（Faculty Development：教員の教育能

力を高めるための組織的取組をいう。）を積極的

に行う。 

 

○学生・教員に対する授業アンケートの実施 

○授業改善に関する研修会（ＦＤ研修会）の開催 

イ 学習環境及び学習支援体制の整備  

(ｱ) 新入生の大学への適応が円滑に進むよう、オ

リエンテーションの充実を図るとともに、チュ

ーターによるきめ細かい学習支援及び相談を行

う体制を整備する。 

 

○きめ細かい学習支援及び相談を行うための

教員用マニュアルの作成 

(ｲ) インターネットを通じて、時間、場所を選ば

ず、授業の補習ができるよう、また、学生のみ

ならず市民に対しても学習機会の提供ができる

よう、授業、公開講座等様々な教育研究活動を

デジタルアーカイブ化し、コンテンツの充実を

図る。 

 

○教育研究活動のデジタルアーカイブ化 

(ｳ) 学生が自習やグループ学習等のために使用

することができるよう、学生ラウンジや自習室

等を整備する。 

 

○自習室等のパブリックスペースの整備計画の策定 

ウ 成績評価システムの整備  

(ｱ) 成績評価の厳格化と単位の実質化を図るた

め、ＧＰＡ（Grade Point Average：履修科目ご

との成績に評点を付けて、全科目の平均値を算

出する成績評価システムをいう。）の導入、履

修登録単位数の上限や成績評価基準の見直しを

行う。 

 

【平成２２年度終了】 

 

(ｲ) 芸術学部では、教育効果を測る指標とするた

め、課題制作作品や入選入賞作品の画像データ

等をデータベース化する。 

 

○データベースの作成、試験運用 

(3) 積極的な広報と学生の確保  

ア 積極的な広報  

(ｱ) ホームページの内容の充実を図るとともに、

管理及び運用のためのルールを整備する。 

【平成２２年度終了】 
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(ｲ) オープンキャンパス、高校進路指導担当教員

説明会等において、高校生、高校進路指導担当

教員、保護者等にアンケート調査等を行い、そ

の分析結果を広報活動に反映させる。 

○オープンキャンパス、高校進路指導担当教員説

明会等におけるアンケート調査の実施 

○アンケート結果の分析、分析結果の広報活動へ

の反映 

 

(ｳ) 大学院案内の内容を見直すとともに、英語版

を作成する。 

【平成２３年度終了】 

(ｴ) 地域住民、受験生、在学生等に対するアンケ

ート調査等から本学に対するイメージ分析を行

い、ブランドイメージ戦略を構築するとともに、

タグライン（広告等で用いるキャッチフレーズ

をいう。）、シンボルデザイン等を作成する。 

 

○ブランドイメージ戦略の構築 

○シンボルデザイン等の作成 

イ 学生の確保  

(ｱ) 社会人学生について、修学年限、授業料等学

生納付金を柔軟に設定できる制度を導入し、社

会人が履修しやすい環境を整備する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

(ｲ) 国際学研究科では、優秀な留学生を確保する

ため、海外学術交流協定大学の学生を対象とし

た推薦入試を実施する。 

 

○海外学術交流協定大学の学生を対象とした

推薦入試の実施 

 

 

(ｳ) 芸術学研究科では、大学院進学者を確保する

ため、大学院の教育研究や大学院修了後の進路

等についてのガイダンス、大学院研究成果の発

表展示会の開催等の取組を進める。 

 

○大学院ガイダンスの充実及び芸術資料館にお

ける作品展示の実施 

 

(4) 教育実施体制の整備  

ア 教職員の配置等  

(ｱ) 大学の教育目標を実現するため、全学的かつ

中長期的視点から教職員を戦略的かつ機動的に

任用し、配置する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

(ｲ) 学生の多様化に対応したきめ細かい教育を

実施するため、ティーチングアシスタント（大

学院生が教育の補助を行う制度をいう。）、リ

サーチアシスタント（大学院生が研究の補助を

行う制度をいう。）等の教育支援体制を整備、

拡充する。 

○ＴＡの全学部・全研究科への導入 

○ＲＡの導入等に係る検討 

イ 教育環境の整備  
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(ｱ) 学生の多様なニーズ等に的確に対応するた

め、各附属施設間の連携を強化し、情報共有、

施設及び設備の共同利用、イベントの共同開催

等に取り組む。 

 

○イベントの共同開催 

 

(ｲ) すべての講義室において視聴覚教材が使用

できる環境を整備する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

(ｳ) 平和研究所の教育への参画、平和研究所と各

学部及び研究科との連携を強化するため、平和

研究所の大学敷地内への移転に取り組む。 

 

○平和研究所の大学敷地内への移転の検討 

ウ 芸術情報の利用環境の整備  

(ｱ) 芸術資料館の所蔵品をデータベース化する

など、芸術情報を有効に利用することができる

環境を整備する。 

 

○所蔵品のコンテンツの充実 

 

(ｲ) 学生に専門分野を越えた幅広い教養を身に

付けさせるため、芸術資料館の企画等による美

術鑑賞事業を実施する。 

 

○美術鑑賞事業の実施 

 

２ 学生への支援  

(1) 学習支援  

新入生の大学への適応が円滑に進むよう、オリエ

ンテーションの充実を図るとともに、チューターに

よるきめ細かい学習支援及び相談を行う体制を整備

する。（再掲） 

 

○きめ細かい学習支援及び相談を行うための

教員用マニュアルの作成 

(2) 日常生活支援  

学生の日常生活を支援するため、学生会館の機能

の拡充、大学周辺への店舗の誘致等に取り組む。 

 

○学生会館の利便性の向上及び既存店舗の検証並

びに大学周辺への店舗誘致可能性に係る検討 

 

(3) 健康の保持増進支援  

学生の心身の健康の保持増進を図るため、教職員

と医務室及び学生相談室との連携を強化するととも

に、カウンセラーによる相談時間を増やすなど、医

務室及び学生相談室の機能を拡充する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

(4) 就職支援  

ア 教職員が連携して個々の学生の資質、希望を的

確に把握し、指導する体制を整備する。 

○就職指導・支援体制の整備 

 



 

 

－8－ 

公立大学法人広島市立大学中期計画  年度計画（平成２４年度） 

  

イ 卒業生による就職セミナー等学生に対する就職

支援事業の企画内容を工夫するとともに、学生に

対してよりきめ細かい就職関連情報を提供する。 

 

○就職関連情報の学生への提供方法の見直し 

 

(5) 課外活動支援  

学生のクラブ及びサークル活動、ボランティア活

動、自主的な研究、創作及び発表活動を奨励し、支

援するための制度の充実を図る。 

 

○課外活動支援制度の見直し、制度の充実 

  

(6) 経済的支援  

優秀な学生に対して授業料を減免するなどの特待

生制度を導入する。 

 

○特待生制度の検討 

 

(7) 留学生支援  

留学生の宿舎を確保するため、学生寮及び教員住

宅の有効活用を図るとともに、独立行政法人日本学

生支援機構の留学生借り上げ宿舎支援事業、財団法

人日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償制度

等の活用を進める。 

 

○留学生の民間アパートへの入居あっせん 

○機関補償制度の導入 

３ 研究  

(1) 研究活動の活性化と成果の普及   

ア 研究活動の活性化  

(ｱ) 教員の研究活動を奨励するため、サバティカ

ル制度（教員が一定期間研究に専念する研修制

度をいう。）を導入する。 

 

○サバティカル制度の導入 

 

(ｲ) 科学研究費補助金等外部資金の申請率、採択

率の向上を図る。 

 

○外部資金獲得研修会の開催 

 

(ｳ) 外部資金を含めた研究費を弾力的かつ効果

的に執行するための制度を導入する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

(ｴ) 国際学部及び国際学研究科では、研究活動に

おける学内外との連携を強化するため、客員研

究員や共同研究者のための研究スペースを確保

する。 

 

【平成２２年度終了】 
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(ｵ) 情報科学部及び情報科学研究科では、社会へ

発信する知的財産を効率的に創出するため、大

学として取り組むべき基盤的研究及び時代のニ

ーズに適合した先端的・革新的なプロジェクト

研究に対し、研究費等を重点的に配分する。ま

た、専攻を越えた共同研究や学外との共同研究

に対し、教員研究費の一部を毎年度重点的に配

分する。 

 

○プロジェクト研究、共同研究に対する教員研究費

の重点配分 

(ｶ) 芸術学部及び芸術学研究科では、展覧会の開

催等の研究発表活動を積極的に推進する。 

○外部資金の獲得による研究発表活動の促進 

○教員・学生による展覧会の開催等の研究発表活動

の積極的な推進 

 

(ｷ) 平和研究所では、研究活動の活性化を図るた

め、プロジェクト研究等への学外の研究者の積

極的な参画を促進する。 

 

○学外研究者の受入促進 

 

イ 研究成果の普及及び還元  

(ｱ) 国際学部及び国際学研究科では、研究成果普

及の一環として平成 20年度(2008年度)に創刊

した国際学部叢書を定期的に刊行する。また、

学内競争的資金である特定研究費を活用した共

同研究の促進を図り、その成果を国際学部叢書

として刊行する。さらに、開学以来刊行してい

るジャーナル「広島国際研究」をホームページ

で公開し、幅広く研究成果を社会に還元する。 

 

○国際学部叢書の年次刊行 

○「広島国際研究」のホームページ公開 

(ｲ) 情報科学部及び情報科学研究科では、研究公

開イベントへの出展、特許出願、企業からの技

術相談、共同研究等を通じて研究成果を社会に

普及し、還元する。 

 

○研究公開イベントへの出展 

○特許出願、共同研究を通じた研究成果の社会への

普及・還元 

(ｳ) 芸術学部及び芸術学研究科では、芸術資料館

において卒業制作優秀作品の展示会、大学院研

究成果の発表展示会の開催等を行う。 

 

○芸術資料館における卒業制作優秀作品の展示会、

大学院研究成果の発表展示会の開催 

 

(ｴ) 平和研究所では、学術研究成果を大学教育に

反映させるとともに、出版活動や公開講座、シ

ンポジウム、講演会等を通じ、その成果の社会

への積極的な普及を図る。 

 

○出版活動や公開講座、シンポジウム、講演会、

紀要、ニューズレター等を通じた学術研究成

果の社会への積極的な普及 
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(ｵ) 附属図書館では、教員の研究成果、博士論文

等を機関リポジトリ（大学等の研究機関が研究

成果を電子データとして集積し、保存し、公開

するためのシステムをいう。）により公開する。 

 

○博士論文等の機関リポジトリ登録の実施 

 

(2) 研究体制の強化  

ア 「産学公民」連携につながる研究を推進するた

め、社会連携センターにプロジェクト研究推進室

を設置する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

イ 研究費を戦略的に配分できる仕組みを構築す

る。 

 

【平成２２年度終了】 

 

ウ 平和研究所では、被爆体験の思想化や原爆投下

による広島、長崎の被害の問題等核兵器に関する

諸問題の研究を重点研究領域とした研究体制を強

化する。 

 

○日本軍縮学会、日本平和学会等、原爆や核に関す

る諸問題を扱う学会における研究員活動の促進 

 

エ 附属図書館では、研究における利便性を向上さ

せるため、専門分野の電子ジャーナルやデータベ

ースの充実を図るとともに、データベース横断検

索ソフト等を計画的に導入する。 

 

○電子ジャーナル等の収集方針の策定 

○収集方針に基づく専門分野の電子ジャーナル

等の見直し 

 

 

４ 社会貢献  

(1) 生涯学習ニーズへの対応  

ア 市民の生涯学習ニーズに対応するため、公開講

座の開催、市民講座への講師派遣等に積極的に取

り組む。また、リカレント教育（社会人が大学院

等で高度な知識、技能を習得するための教育をい

う。）を推進するため、社会人講座等の充実を図

る。 

 

○公開講座の開催、市民講座への講師派遣 

○改善策の検討・実施 

イ 休日、夜間に市民向けの講座等を開催するため、

平和研究所等の施設を活用し、市中心部にサテラ

イトキャンパスを設置する。 

 

○サテライトキャンパスの設置に係る検討 

(2) 「産学公民」連携の推進  

ア 地域産業界との連携  

(ｱ) 社会連携センターを中心的な窓口として、企

業等からの受託研究及び企業等との共同研究に

積極的に取り組む。 

 

○受託研究・共同研究の推進 
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(ｲ) 先進的なＩＣＴシステムの構築により蓄積

されたノウハウ等を、技術相談や技術支援等を

通じて企業や地方自治体等に提供し、高等教育

研究機関としてのリーダーシップを発揮する。 

 

○技術相談支援等の推進 

イ 国、地方自治体等との連携  

(ｱ) 附属機関等の委員への就任、講師の派遣、行

政課題の解決や人材育成等のための共同事業の

実施等により、国、地方自治体、特に広島市と

の連携強化に取り組む。 

 

○附属機関等の委員への就任、講師派遣 

○行政課題の解決、人材育成等のための共同事業の

実施 

 

(ｲ) 広島市職員、小中高等学校教員等を大学院

生、研究員等として受け入れるなど、広島市職

員等の研修機関としての役割を積極的に果た

す。 

 

○広島市職員等を対象とした研修の実施 

(ｳ) 財団法人広島平和文化センターと連携し、

「広島・長崎講座」や市民向け講座への協力、

平和記念資料館の展示等への学術支援等を行う

など、平和の推進に貢献する。 

 

○「広島・長崎講座」や市民向け講座への協力、平

和記念資料館の調査や展示等への学術支援等 

 

(ｴ) 財団法人広島市文化財団と連携し、広島市現

代美術館との共同事業を行うなど、広島市の芸

術振興に貢献する。 

 

○地域美術館との連携 

(ｵ) 財団法人広島市産業振興センターと連携し、

ＩＣＴをはじめとした様々な分野での技術支援

を行い、広島市の産業振興に貢献する。 

○ＩＣＴ関連機関への委員就任 

○ＩＣＴ関連講演会への講師派遣、共同事業の実施 

○地域自治体や産業界への技術相談支援、イベント

へのＩＣＴ活用技術支援 

 

(ｶ) 地域社会等と連携し、地域展開型の芸術プロ

ジェクトを積極的に推進する。 

 

○地域展開型の芸術プロジェクトの実施 

 

ウ 学術機関及び研究機関との連携  

(ｱ) 国際学部及び国際学研究科では、国内外の研

究者との共同研究やプロジェクト研究等への参

画を推進するとともに、研究交流を通じて、海

外学術交流協定大学との連携強化に取り組む。

また、関係機関と連携し、公開講座やインター

ンシップ等の充実を図る。 

 

○共同研究、プロジェクト研究等への参画の推進 

○研究交流を通じた海外学術交流協定大学との連携

強化 

○関係機関との連携による公開講座、インターンシッ

プの充実 
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(ｲ) 情報科学部及び情報科学研究科では、広島大

学、広島工業大学との連携プログラム「医療・

情報・工学連携による学部・大学院連結型情報

医工学プログラム構築と人材育成」（平成 21

年度(2009年度)文部科学省採択事業）を推進

し、情報科学、医学、工学の知識を有した人材

を育成する。 

 

○平成 23 年度における試行実施及び評価結果

を踏まえた大学院カリキュラムの本格実施 

(ｳ) 芸術学部及び芸術学研究科では、卒業修了制

作展の開催等を通じ、広島市現代美術館等の地

域の美術館との連携強化に取り組む。 

 

○広島市現代美術館における卒業修了制作展の開催 

 

(ｴ) 平和研究所では、国内外の大学及び研究機関

との連携を一層強化するため、共同研究の実施

やプロジェクト研究等への参画を通じた研究交

流を積極的に推進する。 

 

○共同研究の実施やプロジェクト研究等への参画を

通じた研究交流の推進 

エ 小中高等学校等との連携  

(ｱ) 市内の小中高等学校に対する学習支援、教員

のリフレッシュ教育（大学、大学院等の高等教

育機関が、職業人に職業上の知識、技術を新た

に修得させることを目的とした事業をいう。）

等に取り組む。 

 

○市内の小中高等学校に対する学習支援の実施 

 

(ｲ) 広島市職員、小中高等学校教員等を大学院

生、研究員等として受け入れるなど、広島市職

員等の研修機関としての役割を積極的に果た

す。（再掲） 

 

○広島市職員等を対象とした研修の実施 

(3) 社会連携センターの機能の充実  

ア 社会連携センターの体制整備  

多様化する「産学公民」連携のニーズに迅速に

対応し、効果的に事業を実施するための組織体制

を整備する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

  イ 学部及び研究科の「産学公民」連携や社会貢献

の取組に対する支援 

 

(ｱ) 展示会への出展や、メールマガジンの配信等

様々な広報活動を通じて、研究成果や知的財産

等の内容を積極的に発信するとともに、地域住

民、産業界、行政等のニーズとのマッチングを

行う。 

 

○展示会への出展等の広報活動、技術相談の実施 
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(ｲ) 「産学公民」連携推進のためのセミナーや大

学と地域住民、産業界、行政等との交流促進を

目的としたフォーラム等を開催する。 

 

○セミナー、フォーラム等の開催 

○改善策の検討・実施 

 

(ｳ) 学外の関係機関等と連携した教育研究活動

等を支援する。 

 

○学外研究機関との教育研究活動等の支援 

(ｴ) 地域住民や行政等が抱える課題の解決への

貢献を目的とした「社会連携プロジェクト」を

学内で公募し、その取組を支援する。 

 

○社会連携プロジェクトの公募、取組支援 

ウ 研究成果、学内資源等の活用  

知的財産の創出に取り組むとともに、学内資源

等を適切に管理し、最大限活用するため、社会連

携の基本方針を定めた「社会連携ポリシー」を策

定する。 

 

○知的財産の創出の推進 

  エ 学生の育成  

「学生による社会貢献型自主プロジェクト」事

業を実施し、学生に自主性や問題解決能力を身に

付けさせる。 

 

○「学生による社会貢献型自主プロジェクト」事業

の実施 

 

５ 国際交流  

(1) 海外学術交流協定大学との人材交流の積極的な

展開 

 

ア 各学部の特色を十分に生かし、海外学術交流協

定大学の学生にとって魅力ある受入校となるため

の取組を進め、受入学生数を増やす。 

○受入学生増加のための対応策の具体化・実施 

 

イ 学生及び教員のニーズを探りながら、魅力ある

海外の大学との新たな学術交流協定の締結に取り

組み、派遣学生数を増やす。 

 

○協定締結に向けた相手校との具体的な交渉 

(2) 留学生への支援体制の充実  

ア 国際的に魅力ある留学生受入れプログラムを整

備し、独立行政法人日本学生支援機構の留学生交

流支援制度等の奨学金を申請する。 

 

○留学生受入プログラムの実施、奨学金の申請 

イ 国際交流に関する専任スタッフの配置等によ

り、留学生の進学、就職相談等の留学生支援体制

の充実を図る。 

 

【平成２２年度終了】 
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ウ 留学生の様々なニーズに応じた助言やサポート

を行うため、アドバイザー制度等を整備する。 

 

○留学生アドバイザー制度等の整備 

エ 海外に留学した学生の体験談等をデータベース

化し、海外留学希望者に情報を提供する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 

１ 運営体制  

(1) 機動的な運営体制の構築  

ア 理事長を補佐する理事の役割分担を明確にする

とともに、理事長及び理事を支援する事務組織体

制を整備する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

イ 理事長、理事、学部長等が定期的に協議し、幅

広く意見を収集するための仕組みを構築する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

ウ 全学的かつ中長期的視点から戦略的かつ機動的

に人員配置、予算配分等を行う仕組みを構築する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

エ 教職員が一体となって企画・立案・実施に参画

する大学運営の仕組みを構築する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

(2) 社会に開かれた大学づくりの推進  

ア 積極的な広報  

(ｱ) ホームページの内容の充実を図るとともに、

管理及び運用のためのルールを整備する。（再

掲） 

 

【平成２２年度終了】 

 

(ｲ) 全学的視点から積極的な広報を行うための

体制を整備する。 

【平成２３年度終了】 

 

(ｳ) 大学の「年報」を作成する。 ○「年報」の作成 

 

(ｴ) 刊行物のデータベースを構築し、ホームペー

ジ等で公開する。 

【平成２３年度終了】 

 

イ 大学運営への学外有識者の参画  

理事や経営協議会の委員に学外有識者を積極的

に登用する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

(3) 監査制度の活用による法人業務の適正処理の確保

等 
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ア 会計監査人の協力を得て、監事を中心とした実

効性のある監査体制を整備する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

イ 監査結果を大学運営の改善に反映させる仕組み

を構築する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

２ 人事  

(1) 柔軟な人事制度の構築  

ア 特任教員等の任用制度を導入する。 【平成２２年度終了】 

 

イ 裁量労働制を導入する。 【平成２２年度終了】 

 

ウ 兼職・兼業に係る許可基準を新たに作成する。 【平成２２年度終了】 

 

 (2) 教員評価制度の構築  

ア 教員活動情報の外部への公開を前提とした多面

的な視点による教員評価制度を導入する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

イ 教員評価の結果を人事等に反映させる仕組みを

構築する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

３ 事務処理  

(1) 事務処理の内容及び方法について、定期的な点検

を実施し、必要に応じて改善を行う。 

 

○事務処理の内容及び方法に係る点検の実施 

(2) 業務内容の変化に柔軟に対応し、効果的かつ効率

的な事務処理ができるよう、事務組織の定期的な見

直しを行う。 

 

○事務組織の定期的な見直し 

 

(3) 全学的な課題等について組織横断的に取り組む

ための体制を整備する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

  

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとる

べき措置 

 

１ 自己収入の増加  

(1) 外部資金の獲得に取り組むため、外部資金に関す

る情報収集や申請、受入等に対する支援体制を強化

する。 

【平成２２年度終了】 

 

(2) 公開講座の拡充や大学が保有する施設、設備、機

器、作品等の活用により、多様な収入の確保を図る。 

○多様な収入の確保 
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(3) 授業料等学生納付金をはじめとする業務に関す

る料金について、他大学の動向や社会経済情勢、法

人の収支状況等を考慮した適切な料金設定を行う。 

 

○授業料等の料金設定の検証 

２ 管理経費の抑制  

(1) ＩＣＴの活用による業務の効率化、光熱水費等の

節減、教職員一人一人のコスト意識を高めるための

研修の実施等により管理経費の抑制を図る。 

 

○省エネルギー対策の啓発、管理経費の抑制 

 

(2) 教育研究水準の維持向上に配慮しながら、組織運

営の効率化、非常勤教職員も含めた人員配置等につ

いて、定期的な見直しを行う。 

 

○教職員配置等の見直し 

  

第５ 自己点検及び評価に関する目標を達成するためと

るべき措置 

 

１ 定期的に自己点検及び自己評価を行う体制を整備す

る。 

【平成２３年度終了】 

 

 

２ 自己点検、自己評価及び第三者機関による評価の結

果を、大学運営の改善のために活用する仕組みを構築

する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

３ 自己評価及び第三者機関による評価に関する情報を

ホームページ等で積極的に公開する。 

 

【平成２３年度終了】 

 

４ 教員活動情報の外部への公開を前提とした多面的な

視点による教員評価制度を導入する。（再掲） 

 

【平成２２年度終了】 

 

５ 教員評価の結果を人事等に反映させる仕組みを構築

する。（再掲） 

 

【平成２２年度終了】 

 

  

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するため

とるべき措置 

 

１ 施設及び設備の適切な維持管理等  

(1) 施設及び設備の効率的な維持管理を行うととも

に、その利用状況を把握し、有効活用を図る。 

 

○施設・設備の効率的な維持管理の実施 

 

(2) 教育研究機能の充実を図るため、未利用の大学隣

接地へのセミナーハウス、学生寮、留学生受入施設

等の新たな施設整備について検討する。 

○施設整備の検討 
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２ 安全で良好な教育研究環境の確保  

(1) 災害等不測の事態に適切に対応できるよう、危機

管理マニュアルを作成する。 

 

【平成２２年度終了】 

 

(2) 安全衛生管理に関する研修等を定期的に実施す

る。 

○安全衛生管理研修、職場巡視等の実施 

○衛生管理者の養成 

 

(3) 定期健康診断等の実施により、教職員の健康管理

を適切に行う。 

 

○定期健康診断等の実施 

(4) セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハ

ラスメント等を防止するための研修等を実施する。 

 

○ハラスメントに関する研修の実施 

  

第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び

資金計画 

 

１ 予算（平成２２年度（２０１０年度）～平成２７年

度（２０１５年度）） 

区 分 金 額 

収入 

運営費交付金 

授業料、入学料及び入

学検定料収入 

受託研究収入 

 

寄附金収入 

雑収入 

計 

 

支出 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究経費 

 

寄附金事業費 

計 

 

１９２億５，８００万円 

７６億８，９００万円 

 

４億９，５００万円 

 

３億６，７００万円 

８億  ２００万円 

２８６億１，１００万円 

 

 

７５億９，７００万円 

１６６億１，０００万円 

３５億４，２００万円 

４億９，５００万円 

 

３億６，７００万円 

２８６億１，１００万円 
 

○予算（平成２４年度（２０１２年度）） 

 
 

区 分 金 額 

収入 

運営費交付金 

授業料、入学料及び入 

学検定料収入 

受託研究収入 

補助金収入 

寄付金収入 

雑収入 

目的積立金取崩収入 

計 

 

支出 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究経費 

補助金事業費 

寄附金事業費 

計 

 

３１億８，６００万円 

１３億  ３００万円 

 

１億３，５００万円 

４００万円 

６，１００万円 

１億３，７００万円 

３，２００万円 

４８億５，８００万円 

 

 

１３億  ２００万円 

２７億３，５００万円 

６億２，１００万円 

１億３，５００万円 

４００万円 

６，１００万円 

４８億５,８００万円 
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２ 収支計画（平成２２年度（２０１０年度）～平成２

７年度（２０１５年度）） 

区 分 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育経費 

研究経費 

教育研究支援経費 

受託研究費 

 

寄附金事業費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

減価償却費 

臨時損失 

 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学料収益 

入学検定料収益 

受託研究収益 

 

寄附金収益 

雑益 

資産見返負債戻入 

資産見返運営 

費交付金等戻  

入 

資産見返物品 

受贈額戻入 

臨時利益 

 

純損益 

２９０億３，５００万円 

２８７億９，１００万円 

２１３億１，５００万円 

１６億９，１００万円 

１０億円       

１１億５，２００万円 

４億９，５００万円 

 

３億６，７００万円 

１６６億１，０００万円 

３４億１，９００万円 

１０億１，１００万円 

３０億４，６００万円 

２億４，４００万円 

 

２９０億３，５００万円 

２８７億９，１００万円 

１９０億４，３００万円 

６５億３，５００万円 

１１億３，２００万円 

２億３，６００万円 

４億９，５００万円 

 

３億６，７００万円 

８億  ２００万円 

１億８，１００万円 

６，７００万円 

 

 

１億１，４００万円 

 

２億４，４００万円 

 

０ 

（注） 収支計画は、損益計算書の例によっているため、

同計画の金額と予算及び資金計画の金額には相違

があるものがある。 

○収支計画（平成２４年度（２０１２年度）） 

 

区 分 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育経費 

研究経費 

教育研究支援経費 

受託研究費 

補助金事業費 

寄附金事業費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

減価償却費 

臨時損失 

 

収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学料収益 

入学検定料収益 

受託研究収益 

補助金収益 

寄附金収益 

雑益 

資産見返負債戻入 

資産見返運営 

費交付金等戻入 

資産見返物品 

受贈額戻入 

臨時利益 

 

純損益 

目的積立金取崩益 

総損益 

４８億８，５００万円 

４８億８，５００万円 

３５億４，３００万円 

２億９，８００万円 

２億円       

１億１，０００万円 

１億３，５００万円 

４００万円 

６，１００万円 

２７億３，５００万円 

６億円       

１億８，４００万円 

５億５，８００万円 

０ 

 

４８億５，３００万円 

４８億５，３００万円 

３１億５，０００万円 

１０億９，８００万円 

２億  ５００万円 

３，６００万円 

１億３，５００万円 

４００万円 

６，１００万円 

１億３，７００万円 

２，７００万円 

１，０００万円 

 

１，７００万円 

 

０ 

 

▲３，２００万円 

３，２００万円 

０ 

（注） 収支計画は、損益計算書の例によっている

ため、同計画の金額と予算及び資金計画の金

額には相違があるものがある。 



 

 

－19－ 

公立大学法人広島市立大学中期計画  年度計画（平成２４年度） 

  

３ 資金計画（平成２２年度（２０１０年度）～平成２

７年度（２０１５年度）） 

区 分 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への 

繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金 

授業料、入学料及び

入学検定料収入 

受託研究収入 

 

寄附金収入 

雑収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前期中期目標期間より 

の繰越金 

２８６億１，１００万円 

２４４億３，２００万円 

３億  ３００万円 

３８億７，６００万円 

０ 

 

 

２８６億１，１００万円 

２８６億１，１００万円 

１９２億５，８００万円 

７６億８，９００万円 

 

４億９，５００万円 

 

３億６，７００万円 

８億  ２００万円 

０ 

０ 

―  

 
 

○資金計画（平成２４年度（２０１２年度）） 

 

区 分 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

 

 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金 

授業料、入学料及び入

学検定料収入 

受託研究収入 

補助金収入 

寄附金収入 

雑収入 

目的積立金取崩収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

 

４８億５，８００万円 

４０億９，２００万円 

５，１００万円 

７億１，５００万円 

 

 

 

４８億５，８００万円 

４８億５，８００万円 

３１億８，６００万円 

１３億  ３００万円 

 

１億３，５００万円 

４００万円 

６，１００万円 

１億３，７００万円 

３，２００万円 

０  

０ 

 
 

  

第８ 短期借入金の限度額等  

１ 短期借入金の限度額  

４億円 ○４億円 

２ 短期借入の想定理由  

事故の発生等による緊急に必要な費用に充てるた

め、短期借入を想定する。 

○事故の発生等による緊急に必要な費用に充てるた

め、短期借入を想定する。 

  

第９ 重要な財産の譲渡又は担保に関する計画  

なし ○なし 

  

第１０ 剰余金の使途  

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質

の向上及び組織運営の改善のための費用に充てる。 

○決算において剰余金が発生した場合は、中期目標

を達成するための費用に充てる。 

  

第１１ 広島市の規則で定める業務運営に関する事項   
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１ 積立金の処分に関する計画  

なし ○なし 

２ その他法人の業務運営に関し必要な事項  

なし ○なし 

  

 


